
川上村立川上中学校
電話 0267-97-2104
FAX 0267-97-3077
E-mail kawajhs@valley.ne.jp
令和３年１月２１日(木) NO.１６

1月12日国の緊急事態宣言を受けて文部科学省より通知を受けた注意事項
1月15日県の医療非常事態宣言の発出を受けた、県立学校の対応について に基づき

川上中学校の新型コロナウィルス対策をさらに強化します！
１ 教育環境の確保について
（１）基本的な感染症対策を一層徹底する。
・朝晩の検温等健康チェックの実施
・手洗い、マスク着用、共用部分の消毒
・３密の回避（身体的距離の確保、30分に１回の換気等）
・感染リスクの高まる場面（居場所の切り替わり、食事や体育などマスクを外
す場面等）に特に留意

（２）児童生徒等や家族に発熱等の風邪症状がある場合は、その間登校しない。
また、同居の家族が濃厚接触者となった場合は、当該者の陰性が確認される
までの間、登校を控える。

（３）通学に電車・バスを利用する場合は、マスクを着用するとともに、他の乗
客との身体的距離を保ち会話を控えるなどの乗車マナーを徹底するよう指導
する。

給食等の食事をとる際には、食事の前後の手洗いを徹
底すること。会食に当たっては、飛沫を飛ばさないよう、
例えば、机を向かい合わせにしない、大声での会話を控
えるなどの対応をとること。同様に、教職員の食事の場
面においても注意すること。生徒等同士での昼食や、教
職員が同室で昼食をとる場面でも、飛沫を飛ばさないよ
うな席の配置や、距離がとれなければ会話を控えるなど
の対応を工夫すること。食事後の歓談時には必ずマスク
を着用すること。 （文部科学省の通知より）

これを受けて、川上中学校では受験を控えた３年生に配慮して、当面の間、ラン
チルームで給食を食べるのは３年生のみにします。１年生は多目的教室、２年生は家
庭科室と、１学期休校開けの給食の形態に戻します。これにより、今まで通り、全学
年の生徒が向かい合わせにならないことはもちろん、３年生は横の人とも１，３メート
ル以上の距離が保てることになります。また３学期から、給食を食べた後のマスク着用
の徹底と、マスクを付けていない人と会話しないことを徹底しています。こちらも、しば
らく続けていきましょう！ また、授業については今後、○教室内での合唱練習・リコ
ーダー練習 ○調理実習 ○密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりす
る活動 は行わないようにします。
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健康観察カードは毎朝
確実に提出するように
してください。忘れた
場合は、教室に入る前
に検温をしてください。
最近、カードを全員提
出できる日が増えてき
ました。各ご家庭の、
協力もお願いします！

スクールバスで通
学している生徒は、
バス内での感染予
防も徹底してくだ
さい。必ずマスク
を着用し会話は控
えるようにしまし
ょう！乗り合わせ
の場合も同様です。
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２ 各教科等の指導における感染症対策について
徹底した感染症対策を実施した上で、各教科の指導を行うものとするが、感

染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動は行わない。
・各教科等に共通する活動として、児童生徒が長時間近距離で対面形式となるグ
ループワークや、近距離で一斉に大きな声で話す活動

・音楽における、室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハー
モニカ等の管楽器演奏

・家庭、技術・家庭における、児童生徒同士が近距離で活動する調理実習
・体育、保健体育における、児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接
触したりする運動

３ 学びの保障について
（１）児童生徒の学びの保障や心身への影響の観点から、地域一斉の臨時休業又

は分散登校は、原則実施しない。
（２）新型コロナウイルス感染症対策のためやむを得ず登校できない以下の場合

にあっては、登校できなかった日数を「欠席日数」としては扱わない（指
導要録上は「出席停止・忌引等の日数」）とともに、「学びの継続計画」に
基づき、当該生徒に対してオンライン等の遠隔学習により学びを保障する。

①生徒の欠席や出席停止等の扱いについては、以前家庭配布した通知を参照してください。
インフルエンザ等の集団発生時の対応について（Ｒ２・１２・８付）
新型コロナウィルス感染症事案発生時における学校の対応の変更について（Ｒ３・１・６付）

②ＧＩＧＡスクール構想の一環として、数日にわたり出席停止や学
年閉鎖等の措置が生じた場合、当該生徒に対してＺｏｏｍ等のオ
ンラインにより、健康観察や学びの保証をしていきたいと考えて
います。その際は、借用簿に記載した上で、学校に保管してある
「タブレット」の持ち帰りを行います。また、Ｗｉ－ｆｉ環境の
ないご家庭用に、貸し出し用のモバイルルーターを５台用意しま
した。詳しくは本校：教頭まで。 モバイルルーター →

４ 学校行事等の実施について
徹底した感染症対策を講じても、感染の可能性が高く安全な実施が困難である

と考えられる場合は、中止又は延期する。

前記２の感染症対策を受けて、現在のところクラスでの合唱練習を行っていま
せん。よって、３学期に行われる「卒業式」や「３年生を送る会」について、合唱は
行わないことになりました。なお、行事等の実施方法については、今後職員会で
検討し、決まり次第お伝えしていきます。

５ 部活動について
（１）徹底した感染症対策を講じた上で実施するものとするが、前記２の例で示

した活動は行わない。 ※前記２ 密集した運動や近距離で組み合ったり接触したりする活動。
（２）学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等は行わない。
（３）部活動終了後に、生徒同士で食事をすることを控えるよう特に指導を徹底

する。

上記の内容を踏まえ、感染症対策を万全にしながら実施できる範囲で、部活動
を行っていきたいと思います。また、今後、部活動について実施方法の変更等あり
ましたら、各部活から連絡しますので、対応の方をよろしくお願いいたします。

＜発熱等の風邪症状での受診について＞ 長野県教育委員会事務局保健厚生課より
現在、県内の学校でインフルエンザの発生報告はほとんどありません。新型コロナウィル

ス感染症の予防のため手洗い・換気の徹底がなされていることが、例年にないインフルエン
ザ発生状況になっているとされています。今後、冬に発熱等でインフルエンザが疑われた時
必ずかかりつけ医へ相談するようにしてください。かかりつけ医がなく、どこに相談してい
いかわからない場合は下記、「受診・相談センター」へ問い合わせをお願いします。

佐久 受診・相談センター（保健所） ０２６７－６３－３１７８ 24時間対応


